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もっと
くわしく
教えて! キクちゃん

Q 

指
定
管
理
者
と
の
契
約

期
間
と
損
失
補
填
義
務
は
契

約
条
項
に
明
示
さ
れ
る
の
か
。

A 

管
理
委
託
契
約
の
中
で

対
応
す
る
。

Q 

ふ
る
さ
と
納
税
す
る
場

合
、
特
別
寄
附
と
一
般
寄
附

と
も
対
象
か
。
ま
た
、
本
制

度
に
対
し
市
独
自
の
企
画
宣

伝
等
の
周
知
策
は
い
か
に
。

A 

寄
附
の
コ
ー
ス
は
各
種

設
定
と
し
、
対
象
と
な
る
。

Ｐ
Ｒ
に
つ
い
て
は
全
国
の
自

治
体
に
遅
れ
る
こ
と
な
く
努

力
す
る
。

Q 

耐
震
調
査
の
診
断
内
容

と
調
査
箇
所
は
。

A 

昭
和
56
年
以
前
の
建
築

物
に
対
し
、
現
行
基
準
で
の

再
評
価
・
強
度
試
験
を
実
施

す
る
。
補
強
工
事
の
必
要
調

査
箇
所
に
つ
い
て
は
３
ヶ
所

調
査
予
定
。

Q 

合
併
振
興
基
金
積
立
金

の
使
用
方
法
と
内
容
は
。

A 

今
年
度
は
５
億
円
の
基

金
造
成
予
定
。
財
源
は
合
併

特
例
債
を
95
％
、
残
り
５
％

は
合
併
支
援
交
付
金
を
充
当

し
、
本
基
金
の
運
用
益
を
財

源
と
し
て
ソ
フ
ト
事
業
に
充

当
す
る
。
な
お
、
本
特
例
債

償
還
後
は
基
金
取
り
崩

し
が
可
能
と
な
る
。

Q 

バ
ス
停
（
親
和
銀

行
前
）
の
上
屋
根
整
備

事
業
の
場
所
は
。

A 

郷
ノ
浦
町
東
触
の

団
地
入
口
バ
ス
停
。

Q 

電
柱
移
設
は
公
共

的
事
業
な
の
に
な
ぜ
負

担
金
が
あ
る
の
か
。

A 

農
道
の
場
合
、
九

州
電
力
㈱
所
有
の
電
線

路
移
転
に
関
す
る
協
定

の
運
用
申
し
合
わ
せ
に

よ
り
負
担
金
が
生
じ

る
。
原
の
辻
遺
跡
保
存

整
備
事
業
を
推
進
す
る

中
、
市
の
要
請
に
よ
り
電
線

を
地
中
化
す
る
た
め
計
上
。

Q 

ま
ち
づ
く
り
支
援
事
業

の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
。

A 

本
事
業
は
「
長
崎
県
ま

ち
づ
く
り
景
観
遺
産
」
に
登

録
さ
れ
て
い
る
芦
辺
町
の
長

嶋
家
の
住
居
改
修
、
特
に
屋

根
・
床
等
の
工
事
予
定
。

Q 

老
人
保
健
福
祉
計
画
第

四
期
介
護
保
険
事
業
計
画
策

定
書
は
業
者
委
託
せ
ず
、
自

前
で
す
べ
き
。

A 

業
務
的
に
過
重
労
働
に

な
ら
な
い
範
囲
で
可
能
で
あ

れ
ば
市
で
作
成
す
る
よ
う
に

努
力
す
る
。

平
成
20
年
度
壱
岐
市
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

Q 

湯
ノ
本
・
石
田
地
区
の

水
道
管
布
設
整
備
事
業
に
お

い
て
年
間
ど
の
程
度
の
漏
水

の
改
善
が
見
込
ま
れ
る
の
か
。

A 

有
効
有
収
率
70
％
に
し

た
場
合
、
湯
ノ
本
簡
水
で
年

間
16
万
８
千
ト
ン
、
石
田
簡

水
で
７
万
６
千
ト
ン
の
改
善

見
込
み
と
な
る
。

一
支
国
博
物
館
条
例

の
制
定

平
成
20
年
度
壱
岐
市

一
般
会
計
補
正
予
算

ふるさと納税制度とは
ふるさと納税のご案内
　みなさまの「ふるさとを応援したい、支援したい」という、かけ
がえのない想いをかたちにするため、平成 20年度の税制改正で地
方公共団体に対する寄附金税制が拡充されました。これが、いわゆ
る「ふるさと納税制度」です。
　壱岐市では、この制度を利用してお寄せいただいたご寄附を『壱
岐市ふるさと応援寄附金』と名づけ、壱岐市の目指すまちづくりに
活用させていただきたいと考えております。
　みなさまの想いがふるさと壱岐に直接届く『壱岐市ふるさと応援
寄附金』で、壱岐市のまちづくりを是非ご支援ください。
税制上の優遇措置
　■個人からのご寄附は、個人住民税及び所得税の寄附金控除が受
けられます。（ふるさと納税制度）

　■相続した財産を申告期限内までにご寄附いただいた場合は、寄
附金相当額に対する相続税は非課税となります。

　■法人のご寄附は、寄附金相当額が損金扱いになります。
お問い合わせ
壱岐市役所 総務部政策企画課
　住　所：〒 811-5192　長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 562番地
　電　話：0920-48-1111　FAX：0920-47-4360
　メール：kikaku@city.iki.lg.jp

上
屋
根
工
事
中
の
団
地
入
口
バ
ス

停 

（
郷
ノ
浦
町
東
触
）

長
崎
県
ま
ち
づ
く
り
景
観
資
産
に

登
録
さ
れ
て
い
る
長
嶋
家

（
芦
辺
町
諸
吉
仲
触
）


